
発行：
社団法人　日本農業法人協会
東京都港区虎ノ門1-25-5　
虎ノ門34MTビル
〒105-0001
Tel：03-5156-0365　
Fax：03-5156-0366
E-mail：hojin@nca.or.jp
HP：http://www.hojin.or.jp/

標準勘定科目 （11）

営業外費用の表示

2003年9月11日発行
「AgriBusiness 経営塾」164号

■アグリビジネス養成塾の
　塾生募集開始

　今年度から当協会が実施する「アグリ

ビジネス養成塾」の11月開講の日程が決
まり、このほど第４期塾生の募集が始ま

りました。

　塾生は約30名が定員となっていますの
で、ご希望の法人は９月１日付けで送付

されている募集要項をご覧の上、参加申

込書にてお申し込み下さい。

　なお、第１回中央研修会は、11月10～
12日（月～水）、東京で開催することが
決まっています。

※詳しくは、当協会・新井または佐伯ま

　でお問い合わせ下さい。

　
営
業
外
費
用
は
、
主
た
る
営
業
活
動
以
外
の
活

動
に
よ
り
経
常
的
に
発
生
す
る
費
用
で
、
主
に
金

融
上
の
費
用
（
財
務
費
用
）
や
資
産
の
評
価
損
、

繰
延
資
産
の
償
却
費
が
含
ま
れ
ま
す
。

●
支
払
利
息

　
短
期
借
入
金
や
長
期
借
入
金
に
対
し
て
支
払
う

利
息
で
す
。
社
債
に
対
す
る
利
息
は
「
社
債
利
息
」

と
し
て
区
分
表
示
し
ま
す
。
短
期
借
入
金
は
、
手

形
貸
付
に
よ
る
こ
と
が
多
く
、
一
般
に
利
息
を
前

払
い
し
ま
す
が
、
期
限
前
に
元
金
を
返
済
し
た
こ

と
に
よ
り
還
付
さ
れ
る
戻
し
利
息
は
受
取
利
息
で

な
く
、
支
払
利
息
か
ら
控
除
し
ま
す
。
ま
た
、
制

度
資
金
の
利
子
補
給
金
も
、
支
払
利
息
か
ら
控
除

し
ま
す
。

　
支
払
保
証
料
は
、
区
分
表
示
し
な
い
で
支
払
利

息
に
含
め
ま
す
。
た
だ
し
、
保
証
（
返
済
）
期
間

が
翌
期
以
降
に
及
ぶ
場
合
は
、
い
っ
た
ん
長
期
前

払
費
用
に
計
上
し
、
当
期
に
属
す
る
費
用
を
支
払

利
息
勘
定
に
振
り
替
え
て
費
用
と
し
ま
す
。

　
受
取
手
形
の
割
引
料
は
、
従
来
、
「
支
払
割
引

料
」
勘
定
に
よ
り
経
理
し
て
き
ま
し
た
が
、
「
金

融
商
品
会
計
に
関
す
る
実
務
指
針
」
（
日
本
会
計

士
協
会
）
に
よ
り
「
譲
渡
金
額
か
ら
、
譲
渡
原
価

で
あ
る
帳
簿
価
額
を
差
し
引
い
た
額
を
手
形
売
却

損
益
と
し
て
処
理
す
る
。
」
（
１
３
６
）
こ
と
と

な
っ
た
た
め
、
今
後
は
「
手
形
売
却
損
」
と
し
ま

す
。●
創
立
費
償
却

　
会
社
の
設
立
費
用
は
、
「
創
立
費
」
と
し
て
貸

借
対
照
表
の
資
産
の
部
に
計
上
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
法
人
税
法
で
は
「
創
業
費
」
と
な
っ
て
い

ま
す
が
、
発
起
人
に
支
払
う
報
酬
な
ど
で
内
容
的

に
は
ほ
ぼ
同
じ
で
す
。
具
体
的
に
は
、
定
款
の
作

成
料
（
行
政
書
士
等
）
、
定
款
の
認
証
料
（
公
証

人
・
消
費
税
非
課
税
）
、
設
立
登
記
の
申
請
書
作

成
料
（
司
法
書
士
）
、
登
録
免
許
税
、
株
式
払
込

事
務
の
取
扱
手
数
料
（
金
融
機
関
）
な
ど
で
す
。

　
創
立
費
な
ど
の
繰
延
資
産
に
つ
い
て
、
商
法
で

は
会
社
の
成
立
後
５
年
以
内
に
毎
決
算
期
に
お
い

て
均
等
額
以
上
の
償
却
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
法
人
税
法
で
は
任
意

償
却
（
社
債
発
行
差
金
を
除
く
）
と
い
っ
て
、
か

り
に
５
年
を
過
ぎ
て
も
未
償
却
残
高
を
い
つ
で
も

償
却
す
る
こ
と
が
で
き
、
償
却
費
の
全
額
が
損
金

算
入
さ
れ
ま
す
。
創
立
費
の
償
却
費
は
「
創
立
費

償
却
」
と
し
て
営
業
外
費
用
に
計
上
し
ま
す
。

●
廃
畜
処
理
費
・
廃
畜
処
分
損

　
採
卵
養
鶏
業
の
場
合
、
以
前
は
廃
鶏
の
譲
渡
の

際
に
収
入
が
あ
り
ま
し
た
が
、
昨
今
に
お
い
て
は

逆
に
処
理
費
用
が
か
か
る
の
が
一
般
的
で
す
。
養

豚
業
な
ど
の
場
合
は
、
廃
畜
の
売
却
収
入
が
反
復

継
続
し
て
発
生
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
生

物
売
却
収
入
」
と
し
て
営
業
収
益
（
売
上
高
）
に

計
上
し
、
費
用
収
益
対
応
に
よ
り
廃
畜
の
帳
簿
価

額
を
売
上
原
価
と
し
て
計
上
し
ま
す
。
し
か
し
、

廃
鶏
な
ど
に
つ
い
て
売
却
収
入
が
な
い
場
合
、
発

生
す
る
除
却
損
や
処
理
費
用
は
原
価
に
な
り
ま
せ

ん
。
　
「
原
価
計
算
基
準
」
（
企
業
会
計
審
議
会
）
で

は
、
固
定
資
産
売
却
損
お
よ
び
除
却
損
を
、
「
異

常
な
状
態
を
原
因
と
す
る
価
値
の
減
少
」
と
し
て

の
非
原
価
項
目
と
し
て
い
ま
す
。
原
価
は
、
製
品

原
価
と
期
間
原
価
と
に
区
分
さ
れ
ま
す
が
、
通
常
、

製
造
原
価
が
製
品
原
価
、
販
売
費
及
び
一
般
管
理

費
が
期
間
原
価
と
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
除

却
損
は
営
業
外
費
用
ま
た
は
特
別
損
失
と
し
て
処

理
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
廃
畜
の
除
却
損
は

毎
期
経
常
的
に
発
生
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

「
廃
畜
処
分
損
」
と
し
て
営
業
外
費
用
に
計
上
し

ま
す
。
こ
の
た
め
、
除
却
損
に
付
随
し
て
発
生
す

る
廃
畜
の
処
理
費
用
も
「
廃
畜
処
理
費
」
と
し
て

営
業
外
費
用
と
し
ま
す
。

　
た
だ
し
、
採
卵
用
鶏
は
、
法
人
税
法
施
行
令
第

１
３
条
（
減
価
償
却
資
産
の
範
囲
）
の
生
物
と
し

て
列
挙
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
減
価
償
却
資
産

に
な
ら
ず
、
基
本
的
に
は
除
却
損
が
発
生
し
な
い

こ
と
か
ら
、
廃
畜
処
理
費
の
み
が
計
上
さ
れ
ま
す
。

　
な
お
、
採
卵
用
鶏
の
取
得
費
の
取
扱
い
は
、

①
購
入
時
に
費
用
処
理

②
棚
卸
資
産
（
貯
蔵
品
）
と
し
て
計
上

③
税
法
固
有
の
繰
延
資
産
と
し
て
計
上

―
―
の
方
法
の
い
ず
れ
か
を
選
択
（
継
続
適
用
が

条
件
）
で
き
ま
す
。

●
雑
損
失

　
営
業
外
費
用
の
う
ち
、
金
額
的
に
重
要
性
に
乏

し
い
も
の
、
他
の
営
業
外
費
用
の
勘
定
科
目
に
含

め
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
も
の
を
「
雑
損
失
」
に

一
括
し
て
表
示
し
ま
す
。

　
雑
損
失
と
し
て
は
、
消
費
税
の
簡
易
課
税
に
よ

る
差
額
、
現
金
（
過
）
不
足
額
の
振
替
額
な
ど
が

あ
り
ま
す
。
加
算
税
な
ど
損
金
算
入
で
き
な
い
租

税
公
課
を
「
租
税
公
課
」
勘
定
と
区
分
し
て
雑
損

失
に
計
上
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
売
上
割
引
は

金
融
上
の
費
用
と
し
て
営
業
外
費
用
（
重
要
性
に

乏
し
い
と
き
は
雑
損
失
）
に
含
め
ま
す
が
、
売
上

値
引
・
割
戻
は
売
上
高
か
ら
控
除
し
ま
す
。

25

【ご質問をお寄せください】会員の皆さまの日頃のお悩みや疑問に、税務・労務・マーケティングなど専門家の先生が経営塾の紙面上でお答えします（秘密は厳守します）。FAX・メールでのご質問お待ちしています。

 税法償却方法 償却費計上区分

開発費 任意償却 販売費及び一般管理費

創立費（創業費）  営業外費用

開業費	

新株発行費	  

社債発行費

建設利息	 

社債発行差金 月割均等償却

　農業法人の経営幹部候補生を登録

いただき、①法人経営内での実施研

修、②東京での集合研修、③農業経

営コンサルタントによる日常的な経

営等に関する疑問・課題に対するサ

ポートなどを実施するものです。期

間は本年11月～来年９月までです。

表　商法上の繰延資産の償却


